
令 和 7 年 第 3 回 恩 納 村 議 会 定 例 会  議 決 結 果 一 覧

恩 納 村 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決 処 分 に つ き 承 認 を 求 め る こ と

に つ い て
承  認6 月 4 日

議 案

第 ２ ９ 号

恩 納 村 固 定 資 産 税 の 課 税 免 除 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 の 専 決

処 分 に つ き 承 認 を 求 め る こ と に つ い て
承  認6 月 4 日

議 案

第 ３ ０ 号

恩 納 村 附 属 機 関 設 置 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ３ １ 号

令 和 7 年 度 恩 納 村 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ３ ２ 号

令 和 7 年 度 恩 納 村 国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 補 正 予 算 （ 第 1 号 ） に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ３ ３ 号

令 和 7 年 度 恩 納 村 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 ( 第 1 号 ) に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ３ ４ 号

恩 納 村 監 査 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 同  意6 月 4 日
議 案

第 ３ ５ 号

教 育 委 員 会 委 員 の 任 命 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 同  意6 月 4 日
議 案

第 ３ ６ 号

恩 納 村 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 同  意6 月 4 日
議 案

第 ３ ７ 号

恩 納 村 固 定 資 産 評 価 審 査 委 員 会 委 員 の 選 任 に つ き 同 意 を 求 め る こ と に つ い て 同  意6 月 4 日
議 案

第 ３ ８ 号

恩 納 村 施 設 型 共 同 墓 新 築 工 事 （ 建 築 ） 請 負 契 約 に つ い て 原 案 可 決6 月 4 日
議 案

第 ３ ９ 号

村 立 小 中 学 校 GI G A 第 ２ 期 学 習 者 用 端 末 整 備 購 入 業 務 契 約 に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ４ ０ 号

村 立 小 中 学 校 教 師 用 GI G A 端 末 整 備 購 入 業 務 契 約 に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
議 案

第 ４ １ 号

令 和 ６ 年 度 恩 納 村 一 般 会 計 繰 越 明 許 費 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て 報  告6 月 4 日
報 告

第 ２ 号

令 和 ６ 年 度 恩 納 村 水 道 事 業 会 計 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て 報  告6 月 4 日
報 告

第 3 号

令 和 ６ 年 度 恩 納 村 下 水 道 事 業 会 計 繰 越 計 算 書 の 報 告 に つ い て 報  告6 月 4 日
報 告

第 4 号

赤 間 総 合 運 動 公 園 通 信 等 整 備 工 事 の 専 決 処 分 の 報 告 に つ い て 報  告6 月 4 日
報 告

第 5 号

西 田 昌 司 参 議 院 議 員 に よ る 沖 縄 戦 の 実 相 と 史 実 を 歪 め 、 否 定 す る 発 言 へ

の 抗 議 決 議 に つ い て
原 案 可 決6 月 1 2 日

議 発

第 １ 号

米 兵 に よ る 暴 行 事 件 に 関 す る 意 見 書 に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
委 発

第 １ 号

米 兵 に よ る 暴 行 事 件 に 関 す る 抗 議 決 議 に つ い て 原 案 可 決6 月 1 2 日
委 発

第 ２ 号

経 済 建 設 民 生 委 員 会 所 管 事 務 調 査 報 告 に つ い て

（ 海 洋 観 光 の オ ー バ ー ツ ー リ ズ ム に つ い て ）
報  告6 月 1 2 日

議 員 派 遣 の 件 決  定6 月 1 2 日

議 案 番 号 件 名 議 決 日 議 決 の 結 果
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議 会 用 語 解 説  ～ こ れ で 議 会 が も っ と 身 近 に ～

年 に 4 回 （ 3 月 ・ 6 月 ・ 9 月 ・ 1 2 月 ） あ ら か じ め 定 め ら れ た 時 期 に 毎 年 開 く 会 議 の こ と で す 。

■ 定 例 会 （ て い れ い か い ）

必 要 が あ る と き に だ け 開 か れ る 特 別 な 議 会 の 会 議 で す 。 た と え ば 災 害 や 急 な 予 算 に 関 し て な ど が あ り ま す 。

■ 臨 時 会 （ り ん じ か い ）

議 員 全 員 が 集 ま り 、 村 の ル ー ル や 予 算 な ど を 最 終 的 に 決 め る 大 切 な 会 議 で す 。

■ 本 会 議 （ ほ ん か い ぎ ）

く わ し い 内 容 を 少 人 数 で 調 べ た り 話 し 合 う 会 議 で す 。 専 門 ご と に 分 か れ て い ま す 。（ 例 ： 総 務 財 政 文 教 委 員 会 、 経 済 建 設

民 生 委 員 会 、 広 報 委 員 会 、 基 地 問 題 対 策 委 員 会 、 議 会 運 営 委 員 会 な ど ）

■ 委 員 会 （ い い ん か い ）

基  本  の こ と ば

■ 議 案 （ ぎ あ ん ） は 、 村 が や ろ う と し て い る こ と を 「 こ れ で い い で す か ？ 」 と 議 会 に た ず ね る 提 案 で す 。 お 金 の 使 い 方 や ル ー ル
　 の 変 更 な ど 、 村 民 の く ら し に 関 わ る こ と が 多 く 含 ま れ ま す 。 議 会 で 話 し 合 い 、 良 い と 思 え ば 決 ま り 、 そ う で な け れ ば 見 直

　 さ れ ま す 。

■ 可 決 （ か け つ ） 出 席 議 員 の 過 半 数 以 上 が 賛 成 し て 、 そ の 議 案 の 内 容 を 決 定 と す る こ と 。

■ 否 決 （ ひ け つ ） 出 席 議 員 の 過 半 数 以 上 が 反 対 し て 、 そ の 議 案 の 内 容 を 実 行 し な い と 決 定 す る こ と 。

■ 継 続 審 査 （ け い ぞ く し ん さ ）
　 議 会 で は さ ま ざ ま な 議 案 が 審 議 さ れ ま す が 、 中 に は 内 容 が 複 雑 だ っ た り 、 関 係 す る 人 の 意 見 を も っ と 聞 き た い と い う

　 場 合 も あ り ま す 。 そ の よ う な と き 、 す ぐ に 「 賛 成 ・ 反 対 」 と は 決 め ず に 、 次 の 議 会 や 別 の 日 に も う 一 度 取 り 上 げ て 、 さ ら に

　 話 し 合 う こ と を 「 継 続 審 査 」 と い い ま す 。

議  案 に 関 す る こ と ば

通 常 、 議 案 は 行 政 側 （ 村 長 や 市 長 ） か ら 議 会 に 提 出 さ れ ま す 。 こ れ を 「 首 長 提 出 議 案 」 と い い ま す 。 一 方 で 、「 議 発 」 は 、 議 員

自 ら が 立 案 し 、 議 会 に 提 案 す る こ と が で き 、 そ の 議 案 を 「 議 会 発 議 」 、 略 し て 「 議 発 」 と 呼 び ま す 。 議 会 の 立 法 機 能 の 一 環 で

あ り 、 地 方 自 治 法 に も そ の 権 限 が 認 め ら れ て い ま す 。

議 発 （ ぎ は つ ） と は

「 委 発 」 は 「 委 員 会 発 議 （ い い ん か い は つ ぎ ） 」 の 略 で 、 議 会 の 委 員 会 が 独 自 に 議 案 を 出 す こ と を い い ま す 。

ふ つ う 、 議 案 は 行 政 （ 村 長 な ど ） か ら 出 さ れ る こ と が 多 い で す が 、 議 会 の 委 員 会 が 自 ら 調 査 や 議 論 を 重 ね て 「 こ う し た ほ う

が よ い 」 と 判 断 し た と き に 、 そ の 内 容 を 議 会 の 提 案 （ 発 議 ） と し て 出 す こ と が で き ま す 。

委 発 （ い は つ ） と は

「 所 管 事 務 調 査 」 と は 、 議 会 の 委 員 会 が そ れ ぞ れ 担 当 す る 分 野 に つ い て 、 村 の 事 業 や 取 り 組 み が う ま く い っ て い る か を

自 ら 調 べ る こ と を い い ま す 。 た と え ば 、 村 の 観 光 事 業 は 成 果 が 出 て い る か ？ 子 育 て 支 援 の 制 度 は 実 際 に 役 立 っ て い る か ？

公 共 施 設 の 管 理 は 適 正 に 行 わ れ て い る か ？ こ う し た テ ー マ に つ い て 、 委 員 会 が 担 当 課 に 質 問 し た り 、 現 地 を 見 に 行 っ た り 、

資 料 を 調 べ た り し て 、 実 情 を 把 握 し ま す 。 そ し て 、 必 要 が あ れ ば 「 改 善 し た 方 が よ い 点 」 や 「 今 後 の 方 向 性 」 な ど を 議 会 と

し て 提 言 す る こ と も あ り ま す 。

所 管 事 務 調 査 （ し ょ か ん じ む ち ょ う さ ） と は

「 議 員 派 遣 」 と は 、 議 会 の 代 表 と し て 、 議 員 が 外 の 会 議 や 研 修 、 ほ か の 自 治 体 へ の 視 察 な ど に 出 か け る こ と で す 。 こ れ ら は

す べ て 「 議 員 個 人 の 活 動 」 で は な く 、 議 会 の 公 務 と し て 行 わ れ ま す 。 そ の た め 、「 派 遣 す る こ と を 本 会 議 で 決 め る （ 議 決

す る ） 」 必 要 が あ り ま す 。

議 員 派 遣 （ ぎ い ん は け ん ） と は

「 請 願 」 は 、 住 民 が 自 分 た ち の 声 や 願 い を 議 会 に 届 け る 大 切 な 制 度 で す 。 議 員 の 紹 介 を 受 け て 、 議 会 で 内 容 を し っ か り 審 査

し 、 必 要 に 応 じ て 行 政 に 意 見 が 伝 え ら れ ま す 。 地 域 の 暮 ら し を よ り 良 く す る た め 、 ど な た で も 請 願 を 出 す こ と が で き ま す 。

■ 請 願 （ せ い が ん ）

「 陳 情 」 は 、「 も っ と こ う し て ほ し い ！ 」 と い う 住 民 の 思 い や 意 見 を 、 議 会 に 直 接 伝 え る 方 法 で す 。 議 員 の 紹 介 が な く て も 提 出

で き る の で 、 だ れ で も 自 由 に 出 す こ と が で き ま す 。 議 会 で は 、 内 容 に 応 じ て 委 員 会 で 話 し 合 わ れ た り 、 行 政 に 伝 え ら れ た り

し ま す 。

■ 陳 情 （ ち ん じ ょ う ）

「 条 例 」 と は 、 村 （ 市 町 村 ） や 県 が 自 分 た ち で 決 め る 、 地 域 の き ま り ・ ル ー ル の こ と で す 。 日 本 に は 国 が 決 め た 法 律 （ ほ う り つ ）

が あ り ま す が 、 村 の 暮 ら し や す さ を 守 る に は 、 地 域 の 実 情 に 合 っ た 細 か な ル ー ル も 必 要 で す 。 条 例 は 、 議 会 で 議 員 が 話 し

合 い 、 可 決 さ れ て は じ め て 効 力 を 持 つ 法 的 な ル ー ル に な り ま す 。

■ 条 例 （ じ ょ う れ い ）

請 願 ・ 陳 情 ・ 条 例 （ せ い が ん ・ ち ん じ ょ う ・ じ ょ う れ い ）

記 事 担 当 ： 稲 村 雅 司
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